
 

  

令和７年度第２回幼保連携型認定こども園等認可審査部会議事要旨 

 

■  開催日時  ：  令和７年８月２９日  １４時００分～１６時１５分 

■  会    場  ：  堺市役所地下１階 Ｂ会議室 

■  出席委員  ：  部 会 長  （堺市子ども青少年局子ども青少年育成部長）東野 秀一 

委  員 （社会福祉法人堺市社会福祉事業団事務局長）福田 達也 

委  員 （京都女子大学発達教育学部助教）大内田 真理 

         委  員 （税理士法人ゆびすい税理士）澤田 直樹 

         委  員 （大阪大谷大学教育学部教授）長瀬 美子           

■ 事 務 局 ： 子ども青少年局子育て支援部幼保政策課 

■ 事業担当課 ： 子ども青少年局子育て支援部幼保政策課 

■ 案 件 名 ： 幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業の認可に係る書類審査及びヒアリング審査 

発言者 内                容 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当課 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会 

本審査部会が、堺市社会福祉審議会規程第６条第２項で定める委員の過半数の出席

を満たし、有効に成立していることを報告 

 

 

事業者である学校法人扶桑学園、社会福祉法人龍谷保育会、株式会社 SPRINGDAYS

の３者から、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業の認可に係る審査協議書

の提出があったことを説明のうえ、本日の審査の方法などを説明 

 

書類審査 

事前に書類確認済 

 

所管課からの補足 

差替え書類についての説明（社会福祉法人龍谷保育会「職員配置計画書」、株式会

社 SPRINGDAYS「資金収支予算書」） 

予算書をもとに財政状況を表にした「法人経営安全性確認シート」を澤田委員に事

前に確認していただいた。 

 

質疑応答 

（１）堺北幼稚園、今の園舎はいつ取り壊したのか？この３月にはもう取り壊した

のか？ 

 ⇒いつ取り壊したか、事務局から施設に確認する。 

（２）龍谷保育園、職員配置計画書に調理員の記載がないが必置ではないのか？ 

 ⇒調理を「外部委託」しているため、職員配置計画書には記載がない。 

（３）堺北幼稚園はローテーション表がついていないが、どこかにあるのか。 

 ⇒今の時点で必須の書類ではない。最終認可までに提出してもらう。 
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部会長 
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委員 

 

書類審査終了 

 

ヒアリング審査 

ヒアリング審査の方法について説明 

 

＜学校法人扶桑学園＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）全体的な計画の内容について 

（２）採用予定の職員の確保見込、予定給与、職務内容、離職率について 

（３）新たに低年齢児保育を実施するにあたり、乳児保育経験のある職員の有無 

（４）園舎建替えの期間、決算書、予算書の経常箇所について 

（５）施設運営方針の内容について 

 

ヒアリング審査終了 

 

審議の結果、当該案件について、認可に当たって基準を満たしていることを確認。

ただし、以下の点について、意見を付与。 

（１）全体的な計画、最新の内容で再提出すること 

（２）園舎建替えの件、令和７年度予算書も提出し、内容確認すること。 

（３）過去の監査で苦情の記録や事故防止の研修の実施などの指摘あり。低年

齢児の受入れを行うにあたり、より気を付けること。 

 

 

＜社会福祉法人龍谷保育会＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）新たに１号認定を受入れる理由について 

（２）採用予定の職員の募集状況、離職率、採用できない場合の対応について 

（３）１号認定児を受け入れるにあたっての配慮について 

（４）全体的な計画の内容について 

（５）園庭開放を現在休止している理由と再開予定について 

 

ヒアリング審査終了 

 

審議の結果、当該案件について、認可に当たって基準を満たしていることを確認。
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ただし、以下の点について、意見を付与。 

（１）職員確保にあたり、採用活動に力を入れること。 

（２）保育の全体計画について、保育教諭等の自己評価欄を追記修正すること。 

 

 

＜株式会社 SPRINGDAYS＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）保育室の改修状況について 

（２）便所の数、レイアウト、手洗い設備との動線について 

（３）事務室の出入口、動線、０歳児保育室との仕切りについて 

（４）栄養士の勤務時間、勤務内容について 

（５）採用予定の調理員の募集状況、給与額について 

（６）新、旧の施設所在地について 

（７）運営予定の法人、代表者の報酬額について 

（８）０歳児保育室の安全性について 

（９）保育室から便所への動線と安全対策について 

（１０）公園、連携園までの移動方法と安全対策について 

（１１）１歳児、２歳児合同保育を行う上での配慮について 

（１２）アレルギー対応について 

（１３）全体計画の内容について 

（１４）施設建物の２階、３階部分について 

 

ヒアリング審査終了 

 

審議の結果、当該案件について、認可に当たって基準を満たしていることを確認。

ただし、以下の点について、意見を付与。 

（１）職員確保にあたり、採用予定者の給与額が低いため見直しを検討すること。 

（２）施設改修後、保育室として適切な状況であることを確認すること。 

 

閉会 

 


